
「神戸川の河川環境について」報告書の対応状況
○実施中　▲未対応 ●現時点の実施者

項目 対応状況 国 県 中電

１）来島ダムからの放流量の検討

放流量を数年間増量 ○H25.6.13より2m3/s自主放流

水質や生物等の調査・分析 ○当面はH24.7～継続調査を用いる
○H25.5～中電写真調査(水量感)実施
　H25.5～11 1回/月 以降1回/3ヶ月予定

適正な放流量について検討 ▲

志津見ダムフラッシュ放流 ○H25.4.17実施
○H26.4.15実施

２）窪田発電所、乙立発電所の減水区間の放流量の増加
水質、生物等の調査 ○H25.6～11中電魚類捕獲調査実施

必要な水量の検討 ○H25.6.4より魚道流量増
　H25.6.13からは来島増放流分を越流
○H25.6～流量観測実施

３）水質調査、生物調査の継続実施
水質調査及び生物調査 ○H24.7～継続中

　H25.1溶解性シリカ、H25.4硫酸イオン追加

貯水池水質調査 ○H24.7～継続中
　モニタリング同一項目 　H25.1溶解性シリカ、H25.4硫酸イオン追加
　月１回、鉛直方向密に 　H25.4～貯水池内取水口付近 1回/月

放流水水質調査 ○H24.7～継続中（エプロン）
　特に湖底付近取水時

黒っぽい水等の調査 ○H24.7～継続中
○緊急時連絡体制整備
○H25.9.17国モニタリング委員会
○H25.12.15中電来島貯水池検討会設置

４）漁業に与える影響の検討
漁獲量、アユの減少の原因調査、把握 ▲

過去の調査確認 ▲

調査検討体制の整備 ▲

５）行政や地域住民、関係団体が一体となった河川環境の保全と整備に向けた取組

地域住民へのデータの情報提供

瀬や淵などの保全活用 ▲

多自然川づくり ○H25～中電窪田、八幡原魚道改良着手

河川環境の保全活動が推進できる体制 ▲

・一般的に、ダム等の運用により、流量の変動が小さく
なり、河床に細かな土砂や有機物の堆積による河川環境
の悪化も懸念される。その対策として、河床の石などに
付着した泥等を取り除くことで、河川環境の改善効果が
期待できる志津見ダムからのフラッシュ放流について
も、来島ダム、志津見ダムが連携し、専門家や漁業関係
者等と良く調整しながら、検討すること。

● ● ●

参考－４

Ⅴ．神戸川の河川環境の今後のあり方　　　　
対応状況

　神戸川は、地域住民の生活に密着した貴重な共有財産であることは言うまでもなく、今後とも河川環境の保全と整備に継続的に取組む必要がある。
　本委員会における検証の結果、「Ⅳ．神戸川の河川環境の課題」で述べたとおり、神戸川の河川環境の様々な課題が明らかになった。
　検証結果及び課題をもとに、河川管理者及び発電事業者においては、下記事項についての検討や取組を期待する。

・馬木、八神の両地点において取り決められた流量は、
最低限確保される流量にすぎないものである。

・来島ダムからの放流量を数年間増量することにより、
神戸川の水量を増やし、その期間中に水質や生物等の調
査・分析を行い、来島ダムからの適正な放流量について
検討すること。

●

● ● ●

・窪田発電所、乙立発電所による減水区間においても、
来島ダムからの放流量を数年間増量することに併せて、
その期間中に、水質、生物等の調査を実施し、減水区間
に必要な水量について検討すること。

●

●

・水質調査および生物調査については、河川管理者であ
る国や県、発電事業者が連携して実施すること。 ● ● ●

・来島ダム貯水池における水質調査は、下流河川へ与え
る影響を検討するため、現在「志津見ダム・尾原ダムモ
ニタリング委員会」で行われている項目と同様にし、定
常的に毎月１回行うこと。
　また、鉛直方向の観測点においても、計測機器で測定
可能な項目は、各地点での調査を密に行うこと。

●

・来島ダムから神戸川への放流水についても、水質調査
を実施すること。特に、渇水時などの低水位時における
湖底付近からの取水時の放流水の調査を行うこと。

●

・「黒っぽい水」等については、国、県及び発電事業者
が連携し、原因究明に向け引き続き調査を実施するこ
と。 ● ● ●

・漁獲量の減少、特に漁業の中心であるアユの減少につ
いては、原因について調査、把握すること。

・過去の調査を参考にしながら、漁業者や専門家による
調査検討体制を整備すること。

・河川管理者や発電事業者は、地域における、神戸川の
河川環境の保全に対する意識の高まりや意見を真摯に受
け止めることが重要である。

・神戸川は、地域住民の生活に密着した貴重な共有財産
であり、今後も河川環境の保全に継続的に取組む必要が
ある。

・神戸川の河川環境を絶えず監視するとともに、地域住
民の理解を深めるため、河川環境に関する調査等のデー
タの情報提供を行い、常に情報の共有を図ること。

● ● ●

・地域住民や関係団体の意見をよく聞き、河川管理者、
発電事業者、地域住民等が一緒になって、神戸川流域の
自然の営みを視野に入れ、地域の暮らし等との調和にも
配慮した、瀬や淵などの保全活用や、河川の連続性を保
全回復する堰・魚道の整備・改修などの多自然川づくり
に取組むとともに、積極的な河川環境の保全活動が推進
できる体制を整えること。

●
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